
   江戸川区中間検査要領 

 

 （趣 旨） 

第１条 この要領は、適性かつ効率的な工事の施工の確保及び技術的水準の向上を図るため

実施する中間検査（江戸川区工事検査要綱（平成５年 10月 20日制定。以下「検査要綱」

という。）第２条第３号に規定する中間検査をいう。）について必要な事項を定めるもの

とする。 

 （中間検査の実施） 

第２条 中間検査は検査員が実施するものとし、工事主管課長又は総務部契約課長（以下「契

約課長」という。）が検査要綱第６条の規定に基づき中間検査を必要と認めたときは、遅

滞なく中間検査を行うものとする。 

２ 中間検査の実施は、原則として、完了、既済部分検査時期及び当該工事の主要工種を考

慮して行うものとする。 

３ 中間検査の実施回数は、原則として、当初予定価格が１億５千万円未満の工事において

は１回程度、１億５千万円以上の工事においては２回程度行うものとし、既済部分検査は

これを兼ねることができる。なお、工事内容や規模、施工上の重要な変化点の有無等に応

じて実施回数を増減できる。 

 （中間検査の対象） 

第３条 中間検査の対象工事は、次に定めるものとする。 

一 予定価格が 4,500万円以上かつ工期が６箇月(工事実日数 120日)以上の工事 

二 前年度の施工工事において、江戸川区請負工事成績評定事務要綱(平成 14 年３月 26

日区長決裁。以下「評定事務要綱」という。) の規定に基づき評定した点数が、65 点

未満の工事が１件以上あった請負業者との間において契約を締結した工事 

三 江戸川区施工能力審査型総合評価方式の取扱要綱（平成 20 年５月１日制定）により

入札を行った工事 

四 工事主管課長又は契約課長が特に必要と認める工事 

五 工事請負契約書第 26 条第１項第２号及び第３号の規定に基づき、工事の施工中でな

ければその検査が不可能又は著しく困難その他課長が必要と認める工事 

２ 次に定める工事は中間検査を省略できるものとする。 

一 前項第１号及び第３号に規定する工事で、直近３か年度において区が発注する予定価

格が 4,500 万円以上かつ工期が６箇月(工事実日数 120 日)以上の工事を２件以上受注

し、その成績評定の平均点（小数以下切捨て）が 70 点以上かつ個々の評定で 65 点未

満が無い業者との間において契約を締結した工事。ただし、江戸川区公契約条例（令

和３年 10月１日施行）に規定する特定公共工事を除く。 

二 簡易な維持修繕工事等 

３ 前項第１号の中間検査を省略できる業者は、対象とする工種ごとに認定する。 

対象とする工種は、土木（道路舗装工事、橋りょう工事、河川工事、水道施設工事、

下水道施設工事、一般土木工事及び造園）、建築（建築工事）、電気（電気工事）、設備（給



排水衛生工事及び空調工事）の４工種とする。 

４ 第２項第１号の中間検査を省略できる業者の認定は総務部長が行う。認定日は原則とし

て７月１日とし、有効期限は翌年の６月 30 日の入札公表分までとする。認定業者に対し

ては、契約課検査係より電子メールで通知をする。 

 （中間検査の立会い） 

第４条 中間検査の立会いは、工事検査要綱第７条の規定に定めるところにより行うものと

する。 

 （中間検査の方法） 

第５条 中間検査の方法は、工事検査実施要領 に基づき、契約図書･施工計画書（施工体制

台帳を含む。) 、工程管理、工事打ち合わせ関係、品質管理、出来形管理、工事写真、出

来高、性能、出来ばえ等について検査するものとする。 

 （対象工事の指定及び特記仕様書） 

第６条 第３条第１項第３号に規定する工事を除き、中間検査の対象となる工事は特記仕様

書により指定するものとする。 

 （給付関係） 

第７条 中間検査は、江戸川区契約事務規則(昭和 39年３月江戸川区規則第３号)第 56条の

規定に基づく給付の内容等に関する検査の対象としない。ただし、同一の時期に既済部分

検査を実施する場合は、中間検査を兼ねることができるものとする。 

 （中間検査、完了検査、既済部分検査との関係） 

第８条 中間検査により確認した部分については、完了検査及び既済部分検査時の確認を省

略することができる。ただし、その後の現場状況の変化や請負者の管理状況等から再度の

確認が必要な場合は、この限りでない。 

 （検査の報告等）  

第９条 検査員は、中間検査の結果について、中間検査報告書(正)により契約課長に報告す

るとともに中間検査報告書(副)により工事主管課長に通知するものとする。 

 （工事の手直し指示等） 

第 10条 工事の手直しは、検査要綱第９条に定めるところによる。 

 （工事成績評定への反映） 

第 11 条 工事主管部及び検査主管部は、評定事務要綱に基づき検査結果の評定を行うもの

とする。 

 （評定の報告） 

第 12 条 工事主管課長は、評定事務要綱第５条第２項の規定に基づく報告書を、契約課長

へ提出するものとする。  

 （委任） 

第 13条 この要領に定めるもののほか、中間検査に必要な事項は、別に総務部長が定める。 

（調整） 

第 14条 この要領の施行に関し必要となる調整等の事務は、契約課長が行う。 

 



付 則  

 （施行期日） 

１ この要領は、平成 22年４月１日から施行する。 

改正経過 平成 30年７月１日 

       令和５年 10月１日 

令和７年４月１日 

令和７年７月１日 

 （中間検査試行要領の廃止） 

２ 中間検査試行要領（平成 21年４月１日施行）は、廃止する。 

  



中間検査要領細目 

 

第１条 総  則 

この細目は、江戸川区中間検査要領に基づき必要な事項を定めるものとする。 

第２条 検査の対象 

要領第３条第２項に規定する中間検査を省略することができる簡易な維持修繕工

事等とは、下記の工事である。 

・請書、年契工事。 

・施設内の改装工事。 

・工場製作機器の据付及び調整のみを主とする工事。 

第３条 検査の指定及び特記仕様書 

請書、年契工事を除く全工事に中間検査対象工事の特記仕様書を添付し、契約条件

とする。 

第４条 一部しゅん工検査の取り扱い 

工事請負契約書第 35 条に規定する一部しゅん工に伴う検査は、指定部分の完了検

査に相当するため、要領第２条第３項に規定する原則として行う中間検査の実施回数

に含めない。 

第５条 評定を行う中間検査 

要領第 11条に規定する評定を行う中間検査は下記の通りとする。 

・要領第２条第３項に規定する原則として行う中間検査。 

ただし、要領第３条第１項第４号及び第５号に基づく中間検査は検査内容によ

り評定を省略できる。 

・既済部分検査兼中間検査 

・工事主管課長又は契約課長が評定を必要と認めた中間検査 

 

付 則  

この細目は、平成 22年４月１日から施行する。 

  改正経過 令和５年 10月１日 

令和７年４月１日 

 


